
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関

する規則をここに公布する。 
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大和市規則第４８号 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の 

整備に関する規則 

（大和市自立支援給付費の支給等に関する規則の一部改正） 

第１条 大和市自立支援給付費の支給等に関する規則（平成１８年大和市規則第３８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中「おける用語の意義」を「おいて使用する用語」に改める。 

第４条第１項中「申請を」を「当該申請を」に、同条第２項中「不支給の決定」の次に「を

し、」を加え、「申請者」を「、当該申請者」に改める。 

第４条の２第１項中「利用者負担上限月額管理事務依頼（変更）届出書」を「利用者負担上限

額管理事務依頼（変更）届出書」に、「上限月額管理事業所」を「上限額管理事業所」に改め、

同条第２項中「記載し、」の次に「当該」を加える。 

第６条第１項中「又は、」を「、」に改める。 

第１１条中「行う」を「通知する」に改める。 

第１６条第４項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第１８条第３項中「より」の次に「当該」を加え、同条第４項中「より前項の」を「より当

該」に改め、同条第５項の表中欄中「第２９条第３項の厚生労働大臣」を「第２９条第３項第１

号の主務大臣」に改め、同表右欄中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第６項中「市

長は、」の次に「計画相談支援対象障がい者等が」を加え、「満たさないと」を「満たさないこ

とを」に改め、「より」の次に「当該」を加える。 

第１９条第２項、第２０条第２項及び第２１条第２項中「申請を」を「当該申請を」に改める。 

第２２条第２項中「申請をした」を「当該申請をした」に改める。 

（大和市障害児通所給付費の支給等に関する規則の一部改正） 

第２条 大和市障害児通所給付費の支給等に関する規則（平成２４年大和市規則第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「おける用語の意義」を「おいて使用する用語」に改める。 



第３条第２項中「第２４条第２号又は第３号」を「第２４条第２号から第６号まで」に改める。 

第４条第２項中「却下決定通知書により」の次に「、当該」を加える。 

第６条中「又は」を「、又は」に改める。 

第７条第１項中「、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書（第１７条第７

項に規定するものをいう。）」を「当該特例障害児通所給付費の額を証する書類」に改め、同条

第２項中「第２４条第１項第２号から第３号」を「第２４条第２号から第６号」に改める。 

第８条第３項中「第２１条の５の４第２項第１号又は第２号」を「第２１条の５の４第３項」

に改める。 

第１２条中「第２１条の５の９」を「第２１条の５の９第１項」に、「行う」を「通知する」

に改める。 

第１３条第４項中「第６条の２第８項」を「第６条の２の２第９項」に、「厚生労働省令」を

「内閣府令」に改め、同条第５項中「第２５条の２６の４に規定する支給要件を満たさなくなっ

たと認めた場合には」を「第２５条の２６の４第１項の規定により障害児相談支援給付費の支給

を行わないこととした場合は」に改め、「より」の次に「当該」を加える。 

第１６条第４項中「第２１条の５の１８第２項」を「第２１条の５の１９第２項」に改め、同

条第８項の表中欄中「第２１条の５の１８第２項」を「第２１条の５の１９第２項」に改め、同

表右欄中「厚生労働省令」を「法第２４条の３１第２項の内閣府令」に改め、「人員及び」を削

り、「指定障害児相談支援事業」を「指定障害児相談支援」に改める。 

第１８条第２項中「申請を」を「当該申請を」に改める。 

第２０条の見出しを「（審査及び支払に関する事務の委託）」に改める。 

（大和市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則の一部改正） 

第３条 大和市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則（平成１８年大和市規則第８４号）の

一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「規則は」の次に「、日常生活を営むのに支障

がある障がい者又は障がい児の福祉増進に資することを目的として」を加え、「定め、日常生活

を営むのに支障がある障がい者又は障がい児の福祉増進に資することを目的」を「定めるもの」

に改める。 

第２条第１項中「市長は、」の次に「前条の」を加え、「掲げる事業」を「定める事業」に改

める。 

第３条第１項第２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「もの）」を「ものに限る。）」

に改める。 



第４条中「（」の次に「当該住宅が」を加え、「必要とする」を「得たものに限る」に改める。 

第７条第１項及び第２項中「申請者」を「当該申請者」に改める。 

第１８条の見出しを「（委任）」に改める。 

（大和市移動支援事業の実施に関する規則の一部改正） 

第４条 大和市移動支援事業の実施に関する規則（平成１８年大和市規則第８５号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第４号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第５条第２項及び第６条第２項中「申請者」を「当該申請者」に改める。 

第７条第２項中「行うときは、」を「行ったときは、当該」に改める。 

（大和市日中一時支援事業の実施に関する規則の一部改正） 

第５条 大和市日中一時支援事業の実施に関する規則（平成１８年大和市規則第８６号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「。以下同じ」を削る。 

第３条第４号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第５条第２項及び第６条第２項中「申請者」を「当該申請者」に改める。 

第７条第２項中「行うときは、」を「行ったときは、当該」に改める。 

第１３条中「支援、指導できる」を「支援し、又は指導することができる」に改める。 

（大和市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の実施に関する規則の一部改正） 

第６条 大和市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の実施に関する規則（平成１９年大和市規

則第３８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第５条第１項中「を受理した」を「があった」に改め、「より、」の次に「当該」を加え、同

条第２項中「申請者」を「当該受給者」に改める。 

第６条第２項中「より、」の次に「当該」を加える。 

第８条第１項第４号中「前各号」を「前３号」に改める。 

第１２条第４項中「、重度身体障がい者訪問入浴サービス事業者登録変更届出書」を「重度身

体障がい者訪問入浴サービス事業者登録変更届出書」に、「、重度身体障がい者訪問入浴サービ

ス事業者廃止・休止・再開届出書」を「重度身体障がい者訪問入浴サービス事業者廃止・休止・

再開届出書」に改める。 

第１４条第１項中「並びに」を「、」に改める。 

第１５条第２項中「より、」の次に「当該」を加える。 



第１８条の見出し中「取消」を「取消し」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


